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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】平成25年12月26日(2013.12.26)

【公開番号】特開2012-112060(P2012-112060A)
【公開日】平成24年6月14日(2012.6.14)
【年通号数】公開・登録公報2012-023
【出願番号】特願2010-260512(P2010-260512)
【国際特許分類】
   Ｄ０４Ｂ  35/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｄ０４Ｂ  35/06    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年11月11日(2013.11.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明によれば、スライダーでは、開閉体の下結合部と、基体の上結合部との結合を、
一方に設けられる凹部に、他方に設けられる凸部を挿入して行う。凹部には、開口端の幅
よりも側壁間の幅が狭い狭幅部分が設けられ、凸部には、幅が狭幅部分よりも広い広幅部
分が設けられる。上下方向の挿入の途中で、凹部が弾性変形して広幅部分は狭幅部分を通
過可能となるので、結合部分で開閉体と基体とを結合することができる。結合部分では、
上下方向へは、広幅部分の通過が狭幅部分で阻止されるので、挿入のみで固定することが
できる。幅方向へも、凹部と凸部とが一方の溝に他方が挿入されて結合されているので、
抜けないようにすることができる。したがって、結合部分を形成後は、強固に固定するた
めの後加工を行う必要がないようにすることができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　図１（ｂ）は、基体１１とブレード１２，１３とを結合して結合部分１５を形成してい
る状態を示す。結合部分１５で切断面線Ｂ－Ｂから見た断面構成を、右側に示す。凹部１
２ｄ，１３ｄには、開口端の幅よりも側壁間の幅が狭い狭幅部分１２ｅ．１３ｅが設けら
れ、凸部１１ｅには、幅が狭幅部分１２ｅ，１３ｅよりも広い広幅部分１１ｇが設けられ
る。上下方向の挿入の途中で、凹部１２ｄ，１３ｄが弾性変形して広幅部分１１ｇは狭幅
部分１２ｅ，１３ｅを通過可能となるので、上結合部１１ｃと下結合部１２ｃ，１３ｃと
で開閉体と基体１１とを結合することができる。この結合で、上下方向へは、広幅部分１
１ｇの通過が狭幅部分１２ｅ，１３ｅで阻止されるので、挿入のみで固定することができ
る。凹部１２ｄ，１３ｄの下方で、二枚のブレード１２，１３が重ねられている部分が凸
部１１eの先端の溝１１ｄに挿入されて結合されているので、上下方向の挿入のみで、幅
方向に抜けないようにすることができる。したがって、結合部分１５の形成後は、強固に
固定するための後加工を行う必要はないようにすることができる。
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